別表１　階層区分ごとの補助金額
	区　　　　　分
	補助対象
経　　費
	補　　助　　限　　度　　額（年額）

	
	
	第１子
	第２子
	第３子以降

	生活保護法の規定による保護を受けている世帯（Ⅰ）
	入園料、保育料の合計額
	308,000円

	当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯（Ⅱ）
	
	272,000円
	308,000円

	当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯（Ⅱ）
	
	
	

	当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が 77,100円以下の世帯（Ⅲ）
	
	187,200円
	247,000円
	308,000円

	当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯（Ⅳ）
	
	62,200円
	185,000円
	308,000円

	上記以外の世帯
	
	－
	154,000円
	308,000円


備考　１　所得割課税額は、父母及びその他の家計の主宰者の合計額とする。
　　　　　※その他の家計の主宰者とは、世帯における町民税の所得割課税額が最多の祖父母等をいう。
　　　２　途中入・退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
　　　　　　　　上記の単価×（保育料の支払い月数＋３）÷１５　（百円未満を四捨五入）
　　　３　実際の支払額（入園料+保育料）が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

　　　４　所得割課税額は、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて所得階層区分を決定する。

　　　５　多子軽減の適用に関する子どもの数え方については、小学校３年生以下の範囲において、最年長の子どもから順に数えるものとする。

　　　６　町民税所得割課税額７７，１００円以下の世帯は、多子計算に係る年齢制限を撤廃する。

